
その他報告事項

資料3
令和７年度 第１回 大阪府景観審議会 《議題（3）》



 大阪府景観条例に基づく「大阪府景観形成基本方針」として、大阪全体の景観のあり方を示す

「都市景観ビジョン・大阪」（平成30年１月策定）に基づき、良好な景観形成に向けた取組を展開

 規制誘導を通じた景観形成の進展や市町の景観行政団体化の拡大等に加え、国においても

景観法の改正議論が進むなど景観行政を取り巻く環境の変化を踏まえ、ビジョンの改定に着手

 令和８年９月頃に大阪府景観審議会への諮問を行い、その後、部会での検討を実施

「都市景観ビジョン・大阪」の改定について

2025
年度 2026（令和８）年度 2027（令和9）年度

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 1 2 3 4~6 7~9 10~12 1~3

★景観審議会（3/26） ★景観審議会 諮問

景観審議会 部会（２～３回）

★景観審議会 答申

部会（１～２回）
★
ビジョン
改定進め方（想定）

【R8.9審議会】 府から審議会に諮問

【R8.9～R9.3部会】 ☞これまでの取組等の進捗 ☞目標 ☞取組の視点・方向性 等

【R9.4～R9.夏部会】 ☞具体的な施策展開 ☞推進体制 等

【R9.秋 審議会】 審議会から府への答申

→答申を踏まえ、「都市景観ビジョン・大阪」改定（令和９年中）

（想定スケジュール）
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互いに連携

きらめく世界都市・大阪の実現

①民間が主体的に景観づくりに取り組み、積極的に投資できる環境をつくる。

１．広域的な視点で景観づくりに取り組みます！

２．地域や身近な景観づくりに取り組みます！

３．みんなで景観をつくり、守り、育て、活かします！

基本目標

基本方針

視点と取組

②公共事業の実施にあたっては、地域の景観づくりの模範となるよう努める。

③景観づくりの担い手を育成し、大阪の魅力を創出し、発掘する。

○ 方針・計画の提示
○ 適切な規制誘導による景観づくり
○ 公的資産の民間開放
○ 公民連携のプラットフォームづくり

○ 公共建築物の景観への配慮
○ 都市インフラや面的開発の景観への配慮
○ 公共事業における景観面でのPDCAサイクルの確立

○ ビュースポット（視点場）の発掘と情報発信
○ 市町村の景観行政団体化の促進
○ 担い手の育成と景観まちづくりの継続

推進体制

民間団体等
「自らが主体」

市町村
「地域に根ざした」

大阪府
「広域的な視点」

支援調整

支援・普及啓発・
情報発信

支援・普及啓発・
情報発信

連携

協働協働

【参考】都市景観ビジョン・大阪《平成30年1月策定》
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【参考】府内の景観行政団体
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○ 大阪府内43市町村中、19市２町が景観行政団体

として景観法に基づく事務等を展開

市町村名 景観行政団体への移行年

八尾市
H30.4

(中核市移行)

大東市 H31.4

島本町 R5.6

和泉市 R5.6

貝塚市 R6.11

（近年の動向）

※「都市景観ビジョン・大阪」策定（H30.1）以降

※上記のほか、池田市、摂津市、守口市においては、大阪府の景観計画に基づく届出処理等の事務を実施



【参考】景観法改正の動向

4
出典：令和８年３月10日 国土交通省プレスリリース資料
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

2.地域の歴史・文化や景観・環境に根ざすまち

づくりの推進

③良好な景観形成に向けた取組の充実【景観法】

○ 所有者との協定に基づく建造物改修・活用等に

より良好な景観再生を図る制度を創設

○ 都道府県に、広域景観基本方針の策定や、

景観計画に関する市町村間の調整権限を付与

※景観法関連抜粋


